
  
 

 

 

 

甲府地区消防本部では、心肺蘇生法やＡＥＤの使い方、けがの手当など、応急手当 を習得して 

頂けるよう、住民の皆様や事業所等を対象として救命講習を開催しています。大切な人・家族など 

の命を守るため、救命講習を受講して知識と技術を学びましょう。 
 

 

  

 

 

   

・ 自治会等で応急手当講習(救命講習)

を実施したい。 

 

・ 従業員に応急手当の知識を身につけ

たい。 

 

・サークル仲間などで、救命講習を開催

したい。 

インターネット(e－ラーニング)併用の

救命講習が新設されました。 

個人的に応急手当の知識と技術を身に

つけたい。 

http://www.kfd.or.jp/02toukei/files/HPtekisuto.pdf


 

講習種別 講習時間 講習内容 認定証等の交付 対象者 

救命入門コース ９０分 

小学生高学年(概ね１０歳以上)の方、普通救命講

習の受講希望はあるが講習時間が取れない方、こ

れから普通救命講習を受講される方等を対象とし

た、胸骨圧迫やＡＥＤを中心に学ぶコース 

救命入門コース 

参加証 

甲府市、甲斐市※、中央市、昭和

町の在住の方(概ね１０歳以上)ま

たはお勤めの方 

基礎救命講習 
１２０分

未満 

次の①～⑥から選択受講するコース 

① きず、やけど 

② 止血法 

③ 骨折の手当 

④ 搬送法 

⑤ 心肺蘇生法 

⑥ ＡＥＤの使用法等 

交付はありません 

普通救命講習Ⅰ ３時間 
主に成人を対象とした心肺蘇生法やＡＥＤ、異物

除去、止血法などを学ぶコース 

普通救命講習Ⅰ 

修了証 

甲府市、甲斐市※、中央市、昭和

町の在住の方(概ね中学生以上)ま

たはお勤めの方 

普通救命講習Ⅱ ４時間 
普通救命講習Ⅰの内容に、ＡＥＤの知識確認と実

技の評価が加わったコース 

普通救命講習Ⅱ 

修了証 

普通救命講習Ⅲ ３時間 
主に小児、乳児、新生児を対象とした心肺蘇生や

ＡＥＤ、異物除去、止血法などを学ぶコース 

普通救命講習Ⅲ 

修了証 

※甲斐市にあっては、旧竜王町及び旧敷島町に限ります。 

 

講 習 場 所 お申込みをされた団体(事業所等)が指定する場所へ応急手当指導員資格者が出張講習をいたします。なお、指定する場

所は甲府市、甲斐市(旧竜王町、旧敷島町に限る。)、中央市、昭和町内のいずれかといたします。また、会場がない場合

はご相談下さい。 

お申込みについて ① 概ね５名以上の団体(事業所等)でお申込みください。但し、５名未満等の場合はご相談下さい。 

② 講習場所の所在地を管轄する消防署 へ電話にて事前申込み(日程等の調整)をして頂いた後、申請書 を管轄消防署

の窓口へ提出して下さい。ＦＡＸ又は郵送での提出も可能です。電話にて事前申込みをしても、１週間前までに申請

書を提出されませんとキャンセル扱いとなりますのでご注意下さい。 

費     用 無料 
 

http://www.kfd.or.jp/02toukei/files/HPshoubousho.pdf
http://www.kfd.or.jp/02toukei/files/HPshinnseisho.doc


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e－ラーニングをスタートすると 

動画（講習）が始まり、その度、○×の確認テストを行います。 

講習の最後にある、「修了テスト」を実施します。 

修了テストは、３０問中２４問以上正解すれば、合格です。 

合格した場合は、受講証明書の画面が表示され、印刷が出来ます。 

定期講習の普通救命講習Ⅰ(実技のみ)の開催日に受講証明書を提出してください。 

※受講証明書には自筆で氏名を記入してください。 

ｅ－ラーニング(電子学習室)とは？ 
自宅や外出先等で、インターネット接続端末（パソコン、タブレット型パソコン、スマートフォン）を使用して応急手当の必

要性、心肺蘇生、AED 使用方法、異物除法などの講習（約１時間）を受けられるものです。 

なお、e－ラーニングの受講後、概ね３ヶ月以内に定期講習の普通救命講習Ⅰ（実技のみ）を受講することにより、普通救命

講習Ⅰを修了したものといたします。 

 

それでは、e－ラーニングスタート！！⇒ 『応急手当 WEB 講習(e－ラーニング)』 

http://www.kfd.or.jp/02toukei/2012-1030-2nd.html


 

 

毎月１回開催の定期救命講習 

講習名 講習時間 講習内容 認定証等の交付 対象者 

普通救命講習Ⅰ 

(実技のみ) 
２時間 

主に成人を対象とした心肺蘇生やＡＥＤ、異物除

去、止血法などを学ぶ、実技のみのコース 

普通救命講習Ⅰ 

修了証 

e－ラーニング受講後、概ね３ヶ月

以内の方又は救命入門コース受講

後、概ね１年以内の方 

講 習 場 所  甲府地区消防本部(甲府市伊勢三丁目８番２３号)３階 講堂等 

定     員  ２０名程度(先着順)          

開  催  日  毎月第２水曜日(祝日の場合は翌木曜日開催)の１０時から１２時まで   

お申込み方法   甲府地区消防本部 2 階（警防課救急救助係）窓口へ開催日の１週間前までに申請書 を提出して下さい。メール、ＦＡＸ 

又は郵送での提出も可能です。※メールの場合は、申請書をダウンロードして必要事項を記入の上、メールに添付し、返信をして下さい。 

費     用  無料  

持参するもの   e－ラーニング受講証明書又は、救命入門コース参加証 

お問い合わせ   警防課救急救助係 ＴＥＬ：055-222-1269 ＦＡＸ：055-222-7583 メールアドレス：kofu99＠kfd.or.jp 

 

毎年１回開催の定期救命講習 

講習名 講習時間 講習内容 認定証等の交付 対象者 

上級救命講習 ８時間 
成人・小児・乳児・新生児の心肺蘇生、傷病者管

理、外傷の応急手当、搬送法などを学ぶコース 

上級救命講習 

修了証 

甲府市、甲斐市※、中央市、昭和

町の在住の方(概ね中学生以上)ま

たはお勤めの方 
※甲斐市にあっては、旧竜王町及び旧敷島町に限ります。 

 

講 習 場 所  甲府地区消防本部(甲府市伊勢三丁目８番２３号)３階 講堂 

定     員  ５０名程度(先着順) 

開  催  日  毎年１回、９月９日前後の日曜日の９時から１８時まで(１時間の休憩含む) 

お申込み方法   甲府地区消防本部２階（警防課救急救助係）窓口へ開催日の 1 ヶ月前までに申請書 を提出して下さい。メール、ＦＡＸ 

又は郵送での提出も可能です。※メールの場合は、申請書をダウンロードして必要事項を記入の上、メールに添付し、返信をして下さい。 

費     用  無料 

お問い合わせ   警防課救急救助係 ＴＥＬ：055-222-1269 ＦＡＸ：055-222-7583 メールアドレス：kofu99＠kfd.or.jp 

http://www.kfd.or.jp/02toukei/files/HPshinnseisho.doc
mailto:kofu99@kfd.or.jp?subject=（救命講習申込）
http://www.kfd.or.jp/02toukei/files/HPshinnseisho.doc
mailto:kofu99@kfd.or.jp?subject=（救命講習申込）

